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１１月１０日（月）

１２月１日（月）まで
（11月30日が日曜
日のため）

①　源泉所得税および特別徴収住民税の納付（令和７年１０月分）

②　法人の確定申告、納付、延納の届出（令和７年９月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税（法人事業所税）・法人住民税

③　申告期限延長承認法人の法人税確定申告
１カ月延長法人（令和７年８月期）
２カ月延長法人（令和７年７月期）
④　消費税・地方消費税の確定申告（１カ月ごと）（９月期）
⑤　消費税・地方消費税の確定申告（３カ月ごと）（３月、６月、９月、１２月期）
⑥　法人の中間申告（半期・３月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税

⑦　法人消費税の中間申告納付
直前期年税額４，８００万円超のとき　１カ月ごと（９月期を除く）
直前期年税額４００万円超のとき　3カ月ごと（３月、６月、１２月期）

①　源泉所得税には復興特別所得税の額を含む。

②～⑦　法人の事業年度（課税期間）の終了日は
各月末日とする。

④、⑤　消費税課税期間の短縮特例は適用後２年
間継続が要件である。

今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

（付記）　税を考える週間（11月11日（火）～17日（月））
国税庁・国税局・税務署

の
れ
ん
の
非
償
却
に
つ
い
て
、監
査
人

の
意
見
を
聴
取
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ・の
れ
ん
非
償
却
公
聴
会

会　
　
計

去
る
10
月
７
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
５
５
７
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
（
第
４
回
「
の
れ
ん
の

非
償
却
の
導
入
及
び
の
れ
ん
償
却
費

計
上
区
分
の
変
更
」
に
関
す
る
公
聴

会
）
を
開
催
し
た
。

「
の
れ
ん
の
非
償
却
の
導
入
及
び

の
れ
ん
償
却
費
計
上
区
分
の
変
更
」

に
関
し
て
、
監
査
人
か
ら
意
見
を
聴

取
し
た
。

次
の
監
査
人
が
説
明
を
行
っ
た
。

・
阿
部
博
氏
（
有
限
責
任 

あ
ず
さ
監

査
法
人 

パ
ー
ト
ナ
ー
）

・
齊
藤
直
人
氏
（
Ｅ
Ｙ
新
日
本
有
限

責
任
監
査
法
人 

パ
ー
ト
ナ
ー
）

・
東
川
裕
樹
氏
（
有
限
責
任
監
査
法

人
ト
ー
マ
ツ 

パ
ー
ト
ナ
ー
）

・
加
藤
正
英
氏
（
Ｐ
ｗ
Ｃ 

Ｊ
ａ
ｐ
ａ

ｎ
有
限
責
任
監
査
法
人 

パ
ー
ト

ナ
ー
）

の
れ
ん
の
非
償
却

説
明
者
か
ら
は
、
の
れ
ん
の
非
償

却
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
私
見
と
し

な
が
ら
も
、「
の
れ
ん
の
償
却
・
非

償
却
ど
ち
ら
の
会
計
モ
デ
ル
に
お
い

て
も
監
査
可
能
で
あ
り
、
双
方
の
会

計
モ
デ
ル
に
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
企
業
が
選
択

し
た
会
計
基
準
に
基
づ
き
財
務
諸
表

が
適
切
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

保
証
す
る
会
計
監
査
人
の
立
場
と
し

て
は
、
改
正
の
是
非
に
つ
い
て
は
中

立
的
」（
東
川
氏
・
加
藤
氏
）、「
日

本
基
準
に
て
非
償
却
を
導
入
す
る
場

合
、
会
計
監
査
人
と
し
て
は
、
資
本

市
場
の
信
頼
性
を
確
保
し
、
質
の
高

い
監
査
の
提
供
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
観

点
か
ら
は
、
現
状
の
日
本
の
実
務
を

踏
ま
え
て
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
が

必
要
」（
阿
部
氏
）
と
の
説
明
が
さ

れ
た
。

ま
た
、
非
償
却
と
す
る
場
合
の
問

題
点
に
つ
い
て
、「
企
業
結
合
会
計

基
準
・
減
損
会
計
基
準
の
改
正
と

セ
ッ
ト
で
対
応
す
る
必
要
が
あ
り
、

慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
」（
東

川
氏
・
加
藤
氏
）、「
特
に
未
公
開
企

業
を
含
め
た
新
興
企
業
は
、
大
企
業

と
比
べ
て
内
部
管
理
体
制
の
整
備
が

遅
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
適
切
な

減
損
テ
ス
ト
を
実
施
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
」（
阿

部
氏
）、「
非
償
却
に
な
る
と
、
Ｐ
Ｐ

Ａ
や
減
損
テ
ス
ト
の
コ
ス
ト
増
が
想

定
さ
れ
た
り
、
割
引
率
の
設
定
が
重

要
な
論
点
に
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
国

際
的
に
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
や
Ｕ
Ｓ
Ｇ
Ａ
Ａ
Ｐ

の
適
用
企
業
、
日
本
の
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
採

用
企
業
で
も
実
施
さ
れ
て
お
り
、
日

本
基
準
適
用
企
業
だ
か
ら
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い

か
」（
齊
藤
氏
）
と
い
っ
た
説
明
が

さ
れ
た
。

償
却
と
非
償
却
の
選
択
制

償
却
と
非
償
却
の
選
択
制
の
是
非

に
つ
い
て
は
、「
企
業
間
の
比
較
可

能
性
を
損
な
う
可
能
性
が
あ
り
、
選

択
後
、
継
続
し
て
適
用
す
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
も
、
企
業
に
よ
る
恣
意

的
な
選
択
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
」

（
阿
部
氏
）
な
ど
、
反
対
意
見
が
聞

か
れ
た
一
方
、「
Ｕ
Ｓ
Ｇ
Ａ
Ａ
Ｐ
や

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
で
も
あ
る
よ
う
に
、
未
上

場
企
業
な
ど
に
つ
い
て
、
の
れ
ん
の

減
損
テ
ス
ト
の
実
務
上
の
負
担
を
避

け
る
た
め
に
、
未
上
場
会
社
に
お
け

る
償
却
・
⾮
償
却
の
選
択
適
用
の
導

⼊
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
」（
齊
藤
氏
）
と
の
意
見
も
あ
っ

た
。計

上
区
分
の
変
更

の
れ
ん
償
却
費
の
計
上
区
分
の
変

更
に
つ
い
て
は
、「
Ｐ
Ｐ
Ａ
を
通
じ

て
配
分
さ
れ
た
買
収
対
価
は
、
有
形

固
定
資
産
や
無
形
資
産
の
償
却
を
通

じ
て
営
業
費
用
に
計
上
さ
れ
る
。
ま

た
、
の
れ
ん
償
却
費
も
買
収
対
価
の
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会
計・監
査・開
示

〝
来
し
方
行
く
末
〟

上
場
企
業
に
対
す
る
規
制
等
④
―
１

～
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
⑷
～

公
認
会
計
士 

市
川　

育
義

現
在
、
開
示
内
容
の
充
実
に
伴
い
、

法
定
開
示
書
類
（
有
価
証
券
報
告
書

（
有
報
）
等
）
と
任
意
開
示
書
類
（
統

合
報
告
等
）
の
関
係
整
理
は
避
け
ら

れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
動
き

に
拍
車
を
か
け
る
大
き
な
難
題
と
は
、

次
の
２
つ
で
あ
る
。

・
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
基
準
に

よ
る
財
務
情
報
と
非
財
務
情
報
の

同
時
か
つ
同
一
期
間
開
示

２
０
２
５
年
３
月
に
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
基
準
委
員
会
（
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
）
か
ら

公
表
さ
れ
た
わ
が
国
初
の
サ
ス
テ
ナ
ビ

リ
テ
ィ
開
示
基
準
の
う
ち
、「
サ
ス
テ

ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
基
準
」

（
適
用
基
準
）
に
お
い
て
は
、
同
時
の

報
告
と
し
て
「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関

連
財
務
開
示
は
、
関
連
す
る
財
務
諸

表
と
同
時
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」（
適
用
基
準
67
項
）
と
、
報
告

期
間
と
し
て
「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関

連
財
務
開
示
は
、
関
連
す
る
財
務
諸

表
と
同
じ
報
告
期
間
を
対
象
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
適
用
基
準
68
項
）

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
に
つ
い

て
、
現
状
、
多
く
の
会
社
は
、
株
主

総
会
終
了
後
に
フ
ル
開
示
し
て
お
り
、

有
報
と
同
時
に
フ
ル
開
示
し
て
い
る
会

社
は
一
部
の
会
社
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

現
在
、
金
融
審
議
会
に
お
い
て
、

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
に
関
す
る

制
度
設
計
の
議
論
が
行
わ
れ
て
お
り
、

時
価
総
額
に
応
じ
た
段
階
適
用
や
同

時
開
示
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
（
同

時
開
示
の
猶
予
）
の
適
用
な
ど
、
激

変
緩
和
措
置
の
配
慮
が
あ
る
一
方
で
、

監
査
法
人
等
に
よ
る
保
証
の
義
務
化

な
ど
、
企
業
側
の
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

開
示
情
報
に
係
る
内
部
統
制
の
構
築

や
監
査
法
人
等
に
よ
る
保
証
業
務
対

応
な
ど
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
実
務
上

負
荷
の
か
か
る
事
態
が
予
想
さ
れ
る
。

こ
の
た
め
、
監
査
法
人
等
に
よ
る

保
証
付
き
の
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示

情
報
に
つ
い
て
、
有
報
で
同
時
か
つ
同

一
期
間
開
示
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、

任
意
開
示
書
類
の
廃
止
な
い
し
開
示

範
囲
の
縮
小
は
避
け
ら
れ
な
い
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。

・有
報
の
総
会
前
開
示

そ
し
て
次
の
さ
ら
な
る
難
題
が
、

こ
の
有
報
の
総
会
前
開
示
で
あ
る
。

２
０
２
５
年
３
月
に
加
藤
金
融
担
当

大
臣
か
ら
上
場
会
社
向
け
に
発
信
さ

れ
た
文
書
に
衝
撃
を
受
け
た
会
社
も

多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

有
報
の
最
終
的
な
提
出
先
は
投
資

者
の
は
ず
で
あ
る
が
、
有
報
と
い
う

法
定
書
類
は
、
株
主
総
会
の
終
結
と

と
も
に
、
年
度
報
告
の
総
括
と
し
て
、

所
管
先
の
金
融
庁（
か
つ
て
は
大
蔵
省
）

に
提
出
す
る
も
の
と
の
思
い
込
み
が
特

に
実
務
家
（
経
理
担
当
者
、
公
認
会

計
士
等
）
の
間
に
は
強
か
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

海
外
の
投
資
家
か
ら
は
か
な
り
昔

か
ら
有
報
の
提
出
時
期
に
つ
い
て
ク

レ
ー
ム
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
政
府

と
し
て
も
資
本
市
場
の
活
性
化
に
向

け
た
取
組
み
を
進
め
る
に
あ
た
り
、

さ
す
が
に
こ
の
点
を
先
送
り
す
る
こ

と
は
で
き
な
く
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。よ

っ
て
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報

の「
同
時
か
つ
同
一
期
間
開
示
」と「
保

証
付
き
」
を
前
提
と
し
て
作
成
さ
れ

る
有
報
を
総
会
前
に
開
示
す
る
と
な

れ
ば
、
も
は
や
総
会
開
催
日
を
後
ろ

倒
し
す
る
し
か
な
い
と
い
う
空
気
感

が
感
じ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
問
題
の
本
質
は
、
サ
ス

テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
充
実
開
示
と
い

う
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
総
会
前
開
示

を
不
可
能
に
し
て
い
る
二
重
の
法
定
開

示
の
存
在
と
い
う
わ
が
国
特
有
の
事

情
に
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

会
社
法
と
金
融
商
品
取
引
法
の
そ

れ
ぞ
れ
の
開
示
内
容
を
統
一
化
す
る

に
と
ど
ま
ら
ず
、
２
つ
の
開
示
書
類
を

そ
れ
ぞ
れ
作
成
す
る
こ
と
な
く
、
そ
も

そ
も
開
示
書
類
を
一
本
化
す
べ
き
段

階
に
あ
る
と
い
う
の
が
偽
ら
ざ
る
実

務
家
の
本
音
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
部
の
費
用
化
で
あ
り
、
販
売
費

及
び
一
般
管
理
費
が
適
切
で
あ
る
。

よ
っ
て
改
正
は
支
持
し
な
い
」（
東

川
氏
・
加
藤
氏
）、「
会
計
監
査
人
の

立
場
と
し
て
は
、
コ
メ
ン
ト
す
る
立

場
に
は
な
い
」（
阿
部
氏
）
と
の
意

見
が
聞
か
れ
た
。

委
員
と
の
質
疑
応
答

委
員
か
ら
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企

業
が
の
れ
ん
非
償
却
を
求
め
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

企
業
の
置
か
れ
て
い
る
現
状
を
、
現

行
の
日
本
基
準
は
捉
え
切
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
か
」
と
の
質
問
が

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
の
監
査
に
携
わ
っ
て
い
る
説

明
者
か
ら
、「
日
本
基
準
で
も
支
障

は
な
い
」（
阿
部
氏
）、「
日
本
の
会

計
基
準
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
不
利

と
は
思
わ
な
い
。
日
本
基
準
に
限
ら

ず
、
収
益
化
に
時
間
の
か
か
る
ビ
ジ

ネ
ス
や
新
規
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
当
て
は

め
る
の
に
困
難
性
は
あ
る
」（
齊
藤

氏
）
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

ま
た
、「
非
償
却
を
全
面
的
に
導

入
し
た
場
合
、
監
査
人
や
企
業
の
担

当
者
、
外
部
専
門
家
の
質
や
数
は
足

り
る
の
か
」
と
の
委
員
か
ら
の
質
問

に
、
説
明
者
か
ら
、「
現
状
は
足
り

て
い
な
い
が
、
制
度
化
さ
れ
て
増
え

て
い
く
の
で
は
」（
阿
部
氏
）、「
拡

充
す
る
努
力
は
必
要
」（
齊
藤
氏
）

と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

＊

次
回
（
10
月
20
日
予
定
）
は
、
利

用
者
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
予
定
。

金
融
資
産
の
減
損
に
関
す
る
改
正
基
準

案
等
、公
表
議
決
へ
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会　
　
計

去
る
10
月
７
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
５
５
９
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
以
下
の
と
お
り
。

期
中
会
計
基
準

前
回
親
委
員
会
（
２
０
２
５
年
10

月
10
日
号
（
№
１
７
５
６
）
情
報
ダ

イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、

企
業
会
計
基
準
公
開
草
案
83
号
「
期

中
財
務
諸
表
に
関
す
る
会
計
基
準

（
案
）」
等
に
関
す
る
審
議
が
行
わ
れ

た
。こ

れ
ま
で
審
議
さ
れ
た
次
の
基
準

等
の
文
案
が
示
さ
れ
た
。

・
企
業
会
計
基
準
●
号
「
期
中
財
務

諸
表
に
関
す
る
会
計
基
準
」

・企
業
会
計
基
準
適
用
指
針
●
号
「
期

中
財
務
諸
表
に
関
す
る
会
計
基
準

の
適
用
指
針
」
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・
企
業
会
計
基
準
●
号
「『
中
間
連
結

財
務
諸
表
等
の
作
成
基
準
』
の
一

部
改
正
」

・企
業
会
計
基
準
●
号「『
連
結
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
等
の
作
成

基
準
』
の
一
部
改
正
（
そ
の
●
）」

・
企
業
会
計
基
準
●
号
「『
税
効
果
会

計
に
係
る
会
計
基
準
』
の
一
部
改

正
（
そ
の
●
）」

・
改
正
企
業
会
計
基
準
適
用
指
針
６

号
「
固
定
資
産
の
減
損
に
係
る
会

計
基
準
の
適
用
指
針
」

・
補
足
文
書
「
実
務
対
応
報
告
及
び

移
管
指
針
に
お
い
て
定
め
て
い
る

期
中
の
取
扱
い
」

基
準
等
に
つ
い
て
出
席
委
員
全
員

の
賛
成
に
よ
っ
て
、
公
表
議
決
さ
れ

た
。
ま
た
、
補
足
文
書
の
公
表
に
つ

い
て
も
、
出
席
委
員
全
員
の
了
承
が

得
ら
れ
た
。10
月
中
旬
に
公
表
予
定
。

金
融
資
産
の
減
損

前
回
親
委
員
会
（
２
０
２
５
年
10

月
10
日
号
（
№
１
７
５
６
）
情
報
ダ

イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、

金
融
資
産
の
減
損
に
関
す
る
会
計
基

準
等
の
改
正
文
案
に
つ
い
て
、
審
議

が
行
わ
れ
た
。

金
融
商
品
会
計
基
準
の
改
正
文
案

で
は
、
結
論
の
背
景
に
、
適
用
時
期

を
会
計
基
準
の
公
表
か
ら
原
則
的
な

適
用
時
期
ま
で
の
期
間
を
３
年
程
度

と
す
る
理
由
に
関
す
る
記
載
が
追
加

さ
れ
る
な
ど
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
特
段
の
異
論
は
聞
か

れ
ず
、
事
務
局
か
ら
次
回
親
委
員
会

（
10
月
20
日
開
催
予
定
）
で
公
開
草

案
を
公
表
議
決
し
た
い
方
針
が
示
さ

れ
た
。

バ
ー
チ
ャ
ル
Ｐ
Ｐ
Ａ

前
回
専
門
委
員
会
（
２
０
２
５
年

10
月
20
日
号
（
№
１
７
５
７
）
情
報

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）に
引
き
続
き
、

実
務
対
応
報
告
公
開
草
案
70
号
「
非

化
石
価
値
の
特
定
の
購
入
取
引
に
お

け
る
需
要
家
の
会
計
処
理
に
関
す
る

当
面
の
取
扱
い
（
案
）」
に
関
し
て
、

実
務
対
応
報
告
等
の
文
案
に
つ
い
て

検
討
が
行
わ
れ
た
。

前
回
聞
か
れ
た
意
見
等
を
受
け

て
、
特
定
卸
供
給
事
業
者
等
が
関
わ

る
契
約
形
態
の
う
ち
一
定
の
要
件
を

満
た
す
も
の
に
つ
い
て
の
記
載
の
追

加
や
、
結
論
の
背
景
に
お
い
て
、
用

語
の
定
義
や
、
開
示
を
求
め
な
い
こ

と
と
し
た
理
由
の
追
加
等
が
さ
れ
た

文
案
が
示
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
、
表
現
ぶ
り
や
修
文
に

つ
い
て
意
見
が
聞
か
れ
た
。

後
発
事
象

２
０
２
５
年
７
月
８
日
に
公
表
さ

れ
、
９
月
12
日
に
コ
メ
ン
ト
が
締
め

切
ら
れ
た
企
業
会
計
基
準
公
開
草
案

87
号
「
後
発
事
象
に
関
す
る
会
計
基

準
（
案
）」
等
に
つ
い
て
審
議
が
行

わ
れ
た
。

主
な
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
と
そ

の
対
応
案
は
次
の
と
お
り
。

・
財
務
諸
表
の
公
表
の
承
認
日
と
公

表
日
の
間
の
重
要
な
後
発
事
象
に

つ
い
て
、
公
表
の
承
認
日
ま
で
を

後
発
事
象
の
対
象
期
間
と
す
る
取

扱
い
に
反
対
。
→
本
会
計
基
準
案

で
は
、
財
務
諸
表
の
公
表
の
承
認

日
よ
り
後
に
生
じ
た
会
計
事
象
に

つ
い
て
は
取
り
扱
っ
て
い
な
い
が
、

今
後
検
討
を
進
め
る
。

・
財
務
諸
表
の
公
表
の
承
認
日
ま
で

を
後
発
事
象
の
対
象
期
間
と
す
る

こ
と
と
し
た
理
由
と
し
て
、
Ｂ
Ｃ

14
項
⑴
で
「
財
務
諸
表
が
公
表
さ

れ
る
日
ま
で
を
後
発
事
象
の
対
象

期
間
と
す
る
場
合
、
財
務
諸
表
の

作
成
が
い
つ
ま
で
も
完
了
し
な
い

こ
と
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
公
表
の

承
認
日
ま
で
が
対
象
期
間
で
あ
っ

て
も
、
い
つ
ま
で
も
完
了
し
な
い

こ
と
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
く
、
削
除
す
べ
き
。

→
削
除
す
る
。

・
連
結
財
務
諸
表
に
関
す
る
特
例
的

な
取
扱
い
に
つ
い
て
、
計
算
書
類

に
関
す
る
確
認
日
後
と
す
べ
き
→

公
開
草
案
の
内
容
を
維
持
す
る
方

針
で
は
あ
る
が
、
検
討
を
進
め
て

い
く
。

エンドポイントセキュリティ対策

マルウェアから防御するためには、すべてのPC・サー
バにエンドポイントセキュリティ対策ソフトを導入す
るとともに、常にこれらの対策ソフトやOS、アプリケー
ションが最新の状態に維持されるようにする。
情報セキュリティ担当者は、すべてのPCにおいてパ

ターン・ファイルの更新の設定が正しく行われるように
留意する。また、一元的にエンドポイントセキュリティの
入口の防御を行うことも重要である。さらに、信用でき
ないウェブサイトは閲覧できないようにする、不明な内
容の電子メールの添付ファイルやURLは開かないよう
にするなどの基本的な防衛策を周知するとともに、業務
に必要な安全なソフトウェアだけインストールされるよ
うに、権限を情報セキュリティ担当者のみに限定する等
の対策が考えられる。対策方法がない攻撃に対処する
ため、プログラムの挙動が不審であると判断される場合
には隔離等を行う「ふるまい検知・ふるまい分析」の機
能を導入することも考えられる。

対価が金銭以外の場合の自己株式の取得

企業集団内の企業（同一の企業により最終的に支配
され、かつ、その支配が一時的でない企業）から、金銭以
外の財産を対価として自己株式を取得する場合、当該
自己株式の取得原価は、移転された資産および負債の
適正な帳簿価額により算定される。
自社の他の種類の株式を交付して自己株式を取得す

る場合の当該自己株式の取得原価を、①他の種類の新
株を発行する場合は、零とする、②他の種類の自己株式
を処分する場合は、処分した自己株式の帳簿価額とす
る。
自己株式の取得原価は、取得の対価となる財の時価

と取得した自己株式の時価のうち、より高い信頼性を
もって測定可能な時価で算定する。なお、自己株式に市
場価格がある場合には、一般的に当該価格を用いて自
己株式の取得原価を算定することになる。原則として、
時価は当該取引の合意日の時価により算定することに
なる。
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考

2025年
10月7日

投資信託及び投資法人
に関する法律における
不動産の明確化に伴う
不動産投資信託証券に
係る有価証券上場規程
等の一部改正

東証

2025年6月27日に金融庁が公表した「投資法人に関するQ&A」において、データセン
ター関連設備などの建物と一体として利用することを想定されて設置された設備につ
いて、建物と当該建物関連設備の分離によって損壊または過分な費用が生じたり、経済
的な価値の損傷や社会経済上の不利益の程度が大きい場合には、一般的に投資信託及び
投資法人に関する法律施行令3条3号に規定する不動産に該当するものとして考えられ
ることが明確化されたことを踏まえ、不動産投資信託証券に係る上場制度について、不
動産の定義の見直し等、所要の改正を行うもの。2025年10月31日より施行。
https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/revise/um3qrc000002738l-att/
gaiyo.pdf

高
市
政
権
の
積
極
財
政
か
ら
み
る
今
後

の
金
融
政
策

金　
　
融

日
経
平
均
、空
前
の
水
準
に
到
達

証　
　
券

導
の
景
気
刺
激
と
、
日
銀
に
よ
る
金

融
引
締
め
方
向
の
政
策
が
同
時
に
進

む
構
図
で
あ
る
。

こ
の
組
み
合
せ
は
、
短
期
的
に
は

物
価
高
対
策
と
景
気
下
支
え
の
両
立

に
一
定
の
効
果
を
も
た
ら
す
可
能
性

が
あ
る
も
の
の
、
中
期
的
に
は
国
債

増
発
に
よ
る
長
期
金
利
上
昇
や
、
イ

ン
フ
レ
期
待
の
上
振
れ
が
金
融
政
策

運
営
を
難
し
く
す
る
懸
念
が
残
る
。

実
際
、財
政
拡
張
が
進
む
局
面
で
は
、

長
期
金
利
の
上
昇
圧
力
が
強
ま
り
や

す
く
、
イ
ー
ル
ド
カ
ー
ブ
の
形
状
変

化
が
注
目
さ
れ
る
展
開
も
予
想
さ
れ

る
。
株
式
市
場
は
当
面
、
景
気
下
支

え
を
評
価
し
て
推
移
す
る
見
通
し
だ

が
、
金
利
上
昇
と
国
債
需
給
の
悪
化

が
意
識
さ
れ
れ
ば
、
評
価
が
一
転
す

る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

米
欧
が
利
上
げ
局
面
を
終
え
つ
つ

あ
る
な
か
、
日
本
は
財
政
拡
張
と
金

融
正
常
化
を
同
時
に
進
め
る
と
い
う

政
策
ミ
ッ
ク
ス
を
ど
こ
ま
で
持
続
で

き
る
か
が
焦
点
と
な
る
。
高
市
政
権

が
発
足
す
れ
ば
、
積
極
財
政
と
日
銀

の
慎
重
な
正
常
化
の
両
立
が
短
期
的

成
果
を
も
た
ら
す
一
方
、
そ
の
持
続

性
は
市
場
の
信
認
と
政
策
間
の
調
整

力
に
左
右
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

自
民
党
総
裁
選
で
高
市
早
苗
氏
が

選
出
さ
れ
、
現
時
点
で
は
臨
時
国
会

で
首
相
に
指
名
さ
れ
る
可
能
性
が
高

ま
っ
て
い
る
。
高
市
氏
は
、
物
価
高

対
策
を
最
優
先
課
題
と
し
、
赤
字
国

債
の
発
行
も
辞
さ
な
い
積
極
財
政
を

打
ち
出
し
て
い
る
。
政
策
の
中
心
は

ワ
イ
ズ
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
（
賢
い
支

出
）
で
あ
り
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
投

資
、
危
機
管
理
、
地
方
経
済
を
政
府

主
導
で
推
進
す
る
姿
勢
を
鮮
明
に
し

て
い
る
。
加
え
て
、
ガ
ソ
リ
ン
税
の

引
下
げ
や
医
療
・
介
護
報
酬
の
見
直

し
、
所
得
税
控
除
の
拡
大
、
給
付
付

き
税
額
控
除
の
導
入
な
ど
、
中
間
層

支
援
策
を
重
視
し
て
い
る
点
も
特
徴

的
だ
。
金
融
政
策
に
つ
い
て
は
、
政

府
が
責
任
を
持
つ
べ
き
と
の
立
場
か

ら
利
上
げ
に
は
慎
重
で
、
当
面
は
安

定
的
な
金
融
環
境
の
維
持
を
重
視
す

る
構
え
と
み
ら
れ
る
。

一
方
で
、
こ
う
し
た
財
政
拡
張
策

は
、
日
銀
が
進
め
る
段
階
的
な
金
融

正
常
化
と
並
行
し
て
進
む
こ
と
に
な

る
。
植
田
日
銀
総
裁
は
、
賃
金
と
物

価
の
持
続
的
上
昇
を
確
認
し
つ
つ
、

過
度
な
利
上
げ
を
避
け
な
が
ら
金
利

を
緩
や
か
に
引
き
上
げ
る
方
針
を
維

持
し
て
い
る
。
政
府
に
よ
る
財
政
主

自
民
党
の
新
し
い
総
裁
に
高
市
氏

が
選
出
さ
れ
、
最
初
に
株
式
市
場
が

開
か
れ
た
10
月
６
日
、
日
経
平
均
は

一
気
に
前
週
末
比
２
、１
７
５
円
高
、

４
・
８
％
の
上
昇
と
な
っ
た
。
だ
が
、

市
場
に
熱
狂
の
よ
う
な
も
の
は
感
じ

ら
れ
ず
、
バ
ブ
ル
と
は
程
遠
い
雰
囲

気
と
い
っ
て
よ
い
。

総
裁
選
の
５
人
の
候
補
者
の
な
か

で
、
積
極
財
政
、
金
融
緩
和
（
実
質

上
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
と
同
じ
）
を
唱

え
て
い
た
の
は
高
市
氏
た
だ
１
人
で

あ
っ
た
が
、
株
式
市
場
は
同
氏
を
本

命
視
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ

の
た
め
、
市
場
に
と
っ
て
同
氏
の
勝

利
は
サ
プ
ラ
イ
ズ
で
あ
り
、
ア
ベ
ノ

ミ
ク
ス
の
再
現
を
期
待
し
て
高
値
圏

と
思
わ
れ
る
株
価
を
さ
ら
に
買
い
上

げ
て
い
っ
た
と
の
見
方
が
多
い
。

日
経
平
均
は
４
８
、０
０
０
円
台

と
い
う
空
前
の
水
準
に
到
達
し
て
し

ま
っ
た
が
、
こ
の
史
上
最
高
値
を
維

持
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う

か
？　

そ
の
カ
ギ
は
、
ま
ず
高
市
政

権
が
高
市
氏
個
人
の
財
政
・
金
融
政

策
を
ど
こ
ま
で
実
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
か
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
点
、
高
市
氏
を
支
え
る
自
民

党
の
有
力
者
に
高
市
氏
の
財
政
・
金

融
政
策
の
支
持
者
が
ほ
と
ん
ど
い
な

い
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
気
が
か
り
で

あ
る
。
高
市
氏
が
積
極
財
政
政
策
を

実
行
し
よ
う
と
し
て
も
、
与
党
内
で

反
対
さ
れ
国
会
で
提
案
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
、
あ
る
い
は
同
氏
が
積
極

財
政
案
を
国
会
に
提
出
し
て
も
野
党

の
反
対
で
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

か
ね
な
い
。
ま
た
、
同
氏
が
主
張
し

て
き
た
金
融
政
策
は
現
在
、
日
本
銀

行
が
目
指
し
て
い
る
金
融
正
常
化
・

利
上
げ
政
策
と
衝
突
す
る
。
同
氏
は

自
ら
の
考
え
と
反
す
る
利
上
げ
政
策

を
日
本
銀
行
が
実
行
し
よ
う
と
し
た

場
合
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
だ

ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
株
式
市
場
が
高

市
自
民
党
総
裁
の
誕
生
、高
市
財
政
・

金
融
政
策
へ
の
期
待
に
よ
っ
て
大
幅

な
株
価
上
昇
と
い
う
反
応
を
み
せ
た

こ
と
は
、
や
や
過
剰
反
応
で
あ
っ
た

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
う
し
た
見
方
が
外
れ
、
空
前
の

高
値
が
維
持
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
世

界
経
済
が
ト
ラ
ン
プ
関
税
の
ダ
メ
ー

ジ
を
予
想
以
上
に
う
ま
く
吸
収
し
、

景
気
後
退
、
企
業
収
益
減
少
を
最
小

限
に
食
い
止
め
る
こ
と
に
成
功
し

て
、
各
国
の
株
価
も
堅
調
に
推
移
す

る
と
い
う
展
開
に
な
っ
た
場
合
で
あ

ろ
う
。


